
鳥取県県土整備部公共工事建設副産物活用実施要領改正 新旧対照表 

改正後 改正前 

５ 施工計画における取扱い 

 資源有効利用促進法第 18 条関係省令第７条第１項及び同法第 10 条関係省令第８条第１項に

定める規模以上の場合、受注者は、再生資源利用促進計画書及び再生資源利用計画書（別紙３）

を作成し、施工計画書に添付するとともに、工事現場の公衆が見やすい場所に掲示しなければな

らない。 

また、建設廃棄物の搬出が予定される場合、受注者は、建設廃棄物処理計画書（別紙４）を作

成し、施工計画書に添付しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 施工計画における取扱い 

 資源有効利用促進法第 18 条関係省令第７条第１項及び法第 18 条関係省令第８条第１項に定

める規模以上の場合、再生資源利用促進計画書および再生資源利用計画書（別紙３）を作成し、

施工計画書に添付する。 

また、建設廃棄物の搬出が予定される場合は、建設廃棄物処理計画書（別紙４）を作成し、施

工計画書に添付する。 
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